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〇固定資産評価基準 平成９年度基準【部分掲載】 (№19 平成08年10月24日告示第242号一部改正)

昭和38年12月25日 自治省告示第158号・新規制定 (現№01）
昭和39年01月25日 自治省告示第 3号・一部改正 (現№02）
昭和39年12月28日 自治省告示第158号・一部改正 (現№03）
昭和40年12月28日 自治省告示第174号・一部改正 (現№ー)※償却資産のみ
昭和41年10月21日 自治省告示第142号・一部改正 (現№04）
昭和42年12月25日 自治省告示第180号・一部改正 (現№05）
昭和44年12月27日 自治省告示第201号・一部改正 (現№06)
昭和46年12月28日 自治省告示第236号・一部改正 (現№07)
昭和47年12月28日 自治省告示第304号・一部改正 (現№08)
昭和48年07月23日 自治省告示第124号・一部改正 (現№09)
昭和50年12月22日 自治省告示第252号・一部改正 (現№10)
昭和53年11月08日 自治省告示第190号・一部改正 (現№11)
昭和56年12月01日 自治省告示第218号・一部改正 (現№12)
昭和57年12月28日 自治省告示第244号・一部改正 (現№13)
昭和59年12月25日 自治省告示第214号・一部改正 (現№14)
昭和62年12月23日 自治省告示第191号・一部改正 (現№15)
平成02年12月25日 自治省告示第203号・一部改正 (現№16)
平成05年11月22日 自治省告示第136号・一部改正 (現№17)
平成08年09月03日 自治省告示第192号・一部改正 (現№18)
平成08年10月24日 自治省告示第242号・一部改正 (現№19)

目次
第１章 土地
第１節 通則
第２節 田及び畑
第２節の２ 市街化区域農地 (追加:昭46.12告示236号)

第３節 宅地
第４節 塩田
第５節 鉱泉地
第６節 池沼
第７節 山林
第８節 牧場
第９節 原野
第10節 雑種地等
第11節 経過措置 (追加:平08.09告示192号)

第２章 家屋
第１節 通則
第２節 木造家屋
第３節 非木造家屋
第４節 経過措置

第３章 償却資産
第１節 償却資産
第２節 取替資産の評価の特例
第３節 鉱業用坑道の評価の特例
第４節 期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産にかかる評価の特例
第５節 経過措置 (追加:昭47.12告示304号)

第１章 土地 (略)

第２章 家屋
第１節～第３節 (略)

第４節 経過措置
（全改:昭和47.12告示第304号、全改:昭50.12告示252号、全改:昭53.11告示190号、一改:昭56.12告示218号、全改:昭和59.12告示214号、
全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号、)

一 固定資産税に係る平成９年度から平成11年度平成６年度から平成８年度までの各年度における家屋の評価
に限り、評点一点当たりの価額は、第１節三にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町
村長が定めるものとする。

二 固定資産税に係る平成９年度平成６年度における在来分の家屋の評価に限り、第１節から本節一までによ
つて求めた家屋の価額が、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続の一部を改正する件（平
成５年自治省告示第136号)による改正前のこの章の規定によつて求めた家屋の価額（家屋の改築又は損壊そ
の他これらに類する特別の事情がある家屋にあつては、これらの事情によって増減する額を加算し、又は控
除した価額）に在来分の家屋相互間の評価の均衡を総合的に考慮して自治大臣が別に定める特別補正率を乗
じて得た額（以下「当該家屋の平成６年度特別補正後の価額」という。) を超えるものについては、当該家
屋の平成６年度特別補正後の価額によつてその価額を求めるものとする。次に掲げる(1)又は(2)のいずれか
低い価額によつてその価額を求めるものとする。
(1) 第1節から本節一までによつて求めた家屋の価額
(2) 当該家屋の平成８年度の価額 (平成８年１月２日以降に、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特
別の事情がある家屋にあつては、これらの事情によつて増減する額を加算し、又は控除した価額）
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三 市町村長は、二によつて固定資産税に係る平成９年度平成６年度における各個の家屋の価額を求めること
が、市町村の廃置分合又は境界変更があつたことにより当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡
を失すると認められる場合その他固定資産税の課税上極めて不適当と認められる場合においては、第１節か
ら本節一までによつて求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の平成８年度平成５年度の価額を著しく超えな
い範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができるものとする。

第３章 償却資産 【略】

別表第１ 田の比準表 (略)
別表第２ 畑の比準表 (略)
別表第３ 画地計算法 (略)
別表第４ 宅地の比準表 (略)
別表第５ 温泉地指数表 (略)
別表第６ ゆう出量指数表 (略)
別表第７ 山林の比準表 (略)

別表第８ 木造家屋再建築費評点基準表
１ 専用住宅用建物普通建

(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11
告示136号、全改:平08.10告示242号)

※別冊｢別表File現８｣参照
２ 専用住宅用建物普通建以外の建物 (全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改昭62.12

告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号)

自治大臣は、次に掲げる建物について、１専用住宅用建物普通建の例によつて、木造家屋再建築費評点
基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。
(１) 専用住宅用建物町家建 (不明)
(２) 専用住宅用建物長屋建 (不明)
(３) 共同住宅用建物 (不明)
(４) 寄宿舎用建物 (不明)
(５) 併用住宅用建物 (不明)
(６) 漁業者住宅用建物 (不明)
(７) 農家住宅用建物 (不明)
(８) 養蚕住宅用建物 (不明)
(９) 蚕室用建物 (不明)
(10) 酪農舎用建物 (不明)
(11) 煙草乾燥場用建物 (不明)
(12) ホテル用建物 (不明)
(13) 普通旅館、料亭用建物 (不明)
(14) 団体旅館用建物 (不明)
(15) 簡易旅館用建物 (不明)
(16) 待合用建物 (不明)
(17) 事務所用建物 (不明)
(18) 銀行用建物 (不明)
(19) 店舗用建物 (不明)
(20) 劇場用建物 (不明)
(21) 映画館用建物 (不明)
(22) 公衆浴場用建物 (不明)
(23) 病院用建物 (不明)
(24) 工場用建物 (不明)
(25) 倉庫用建物 (不明)
(26) 附属家用建物 (不明)
(27) 簡易附属家用建物 (不明)
(28) 土蔵用建物 (不明)

別表第９ 木造家屋経年減点補正率基準表
１ 専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

47,000点未満 47,000点以上 76,000点未満 76,000点以上 119,000点未満 119,000点以上

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.67 4 0.68 4 0.68
5 0.62 5 0.64 5 0.65 5 0.67
6 0.58 6 0.61 6 0.63 6 0.65
7 0.53 7 0.58 7 0.61 7 0.64
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8 0.49 8 0.55 8 0.59 8 0.62
9 0.45 9 0.52 9 0.56 9 0.61
10 0.41 10 0.49 10 0.54 10 0.59
11 0.37 11 0.46 11 0.52 11 0.58
12 0.33 12 0.44 12 0.50 12 0.56
13 0.28 13 0.41 13 0.47 13 0.54
14 0.24 14 0.38 14 0.45 14 0.53
15以上 0.20 15 0.35 15 0.43 15 0.51

16 0.32 16 0.40 16 0.50
17 0.29 17 0.38 17 0.48
18 0.26 18 0.36 18 0.47
19 0.23 19 0.34 19 0.45
20以上 0.20 20 0.31 20 0.43

21 0.29 21 0.42
22 0.27 22 0.40
23 0.25 23 0.39
24 0.22 24 0.37
25以上 0.20 25 0.36

26 0.34
27 0.33
28 0.31
29 0.29
30 0.28
31 0.26
32 0.25
33 0.23
34 0.22
35以上 0.20

２ 漁業者住宅、農業住宅及び養蚕住宅用建物
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

52,000点未満 52,000点以上 90,000点未満 90,000点以上 117,000点未満 117,000点以上

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.67 4 0.68 4 0.68
5 0.62 5 0.64 5 0.65 5 0.67
6 0.58 6 0.61 6 0.63 6 0.65
7 0.53 7 0.58 7 0.61 7 0.64
8 0.49 8 0.55 8 0.59 8 0.62
9 0.45 9 0.52 9 0.56 9 0.61
10 0.41 10 0.49 10 0.54 10 0.59
11 0.37 11 0.46 11 0.52 11 0.58
12 0.33 12 0.44 12 0.50 12 0.56
13 0.28 13 0.41 13 0.47 13 0.54
14 0.24 14 0.38 14 0.45 14 0.53
15以上 0.20 15 0.35 15 0.43 15 0.51

16 0.32 16 0.40 16 0.50
17 0.29 17 0.38 17 0.48
18 0.26 18 0.36 18 0.47
19 0.23 19 0.34 19 0.45
20以上 0.20 20 0.31 20 0.43

21 0.29 21 0.42
22 0.27 22 0.40
23 0.25 23 0.39
24 0.22 24 0.37
25以上 0.20 25 0.36

26 0.34
27 0.33
28 0.31
29 0.29
30 0.28
31 0.26
32 0.25
33 0.23
34 0.22
35以上 0.20

３ ホテル、旅館、料亭及び待合用建物
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m
2
当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分
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48,000点未満 48,000点以上 78,000点以上 125,000点以上 157,000点以上
78,000点未満 125,000点未満 157,000点未満

経過年数 経年減点 経過年数 経年減点 経過年数 経年減点 経過年数 経年減点 経過年数 経年減点
補正率 補正率 補正率 補正率 補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.70 2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.60 3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.54 4 0.66 4 0.67 4 0.68 4 0.68
5 0.49 5 0.62 5 0.64 5 0.66 5 0.67
6 0.43 6 0.58 6 0.61 6 0.64 6 0.65
7 0.37 7 0.53 7 0.58 7 0.63 7 0.64
8 0.31 8 0.49 8 0.55 8 0.61 8 0.62
9 0.26 9 0.45 9 0.52 9 0.59 9 0.61

10以上 0.20 10 0.41 10 0.49 10 0.57 10 0.59
11 0.37 11 0.46 11 0.55 11 0.58
12 0.33 12 0.44 12 0.53 12 0.56
13 0.28 13 0.41 13 0.52 13 0.54
14 0.24 14 0.38 14 0.50 14 0.53

15以上 0.20 15 0.35 15 0.48 15 0.51
16 0.32 16 0.46 16 0.50
17 0.29 17 0.44 17 0.48
18 0.26 18 0.42 18 0.47
19 0.23 19 0.40 19 0.45

20以上 0.20 20 0.39 20 0.43
21 0.37 21 0.42
22 0.35 22 0.40
23 0.33 23 0.39
24 0.31 24 0.37
25 0.29 25 0.36
26 0.27 26 0.34
27 0.26 27 0.33
28 0.24 28 0.31
29 0.22 29 0.29

30以上 0.20 30 0.28
31 0.26
32 0.25
33 0.23
34 0.22

35以上 0.20

４ 事務所、銀行及び店舗用建物
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

47,000点未満 47,000点以上 76,000点以上 117,000点以上
76,000点未満 117,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.68 4 0.68 4 0.68
5 0.62 5 0.65 5 0.66 5 0.67
6 0.58 6 0.63 6 0.64 6 0.65
7 0.53 7 0.61 7 0.63 7 0.64
8 0.49 8 0.59 8 0.61 8 0.62
9 0.45 9 0.56 9 0.59 9 0.61
10 0.41 10 0.54 10 0.57 10 0.59
11 0.37 11 0.52 11 0.55 11 0.58
12 0.33 12 0.50 12 0.53 12 0.56
13 0.28 13 0.47 13 0.52 13 0.54
14 0.24 14 0.45 14 0.50 14 0.53
15以上 0.20 15 0.43 15 0.48 15 0.51

16 0.40 16 0.46 16 0.50
17 0.38 17 0.44 17 0.48
18 0.36 18 0.42 18 0.47
19 0.34 19 0.40 19 0.45
20 0.31 20 0.39 20 0.43
21 0.29 21 0.37 21 0.42
22 0.27 22 0.35 22 0.40
23 0.25 23 0.33 23 0.39
24 0.22 24 0.31 24 0.37
25以上 0.20 25 0.29 25 0.36

26 0.27 26 0.34
27 0.26 27 0.33
28 0.24 28 0.31
29 0.22 29 0.29
30以上 0.20 30 0.28
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31 0.26
32 0.25
33 0.23
34 0.22
35以上 0.20

５ 劇場、映画館及び病院用建物
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

47,000点未満 47,000点以上 76,000点以上 117,000点以上
76,000点未満 117,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.67 4 0.68 4 0.68
5 0.62 5 0.64 5 0.65 5 0.66
6 0.58 6 0.61 6 0.63 6 0.64
7 0.53 7 0.58 7 0.61 7 0.63
8 0.49 8 0.55 8 0.59 8 0.61
9 0.45 9 0.52 9 0.56 9 0.59
10 0.41 10 0.49 10 0.54 10 0.57
11 0.37 11 0.46 11 0.52 11 0.55
12 0.33 12 0.44 12 0.50 12 0.53
13 0.28 13 0.41 13 0.47 13 0.52
14 0.24 14 0.38 14 0.45 14 0.50
15以上 0.20 15 0.35 15 0.43 15 0.48

16 0.32 16 0.40 16 0.46
17 0.29 17 0.38 17 0.44
18 0.26 18 0.36 18 0.42
19 0.23 19 0.34 19 0.40
20以上 0.20 20 0.31 20 0.39

21 0.29 21 0.37
22 0.27 22 0.35
23 0.25 23 0.33
24 0.22 24 0.31
25以上 0.20 25 0.29

26 0.27
27 0.26
28 0.24
29 0.22
30以上 0.20

６ 浴場用建物
(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

66,000点未満 66,000点以上 90,000点以上
90,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.70 2 0.75 2 0.75
3 0.60 3 0.70 3 0.70
4 0.54 4 0.66 4 0.67
5 0.49 5 0.62 5 0.64
6 0.43 6 0.58 6 0.61
7 0.37 7 0.53 7 0.58
8 0.31 8 0.49 8 0.55
9 0.26 9 0.45 9 0.52
10以上 0.20 10 0.41 10 0.49

11 0.37 11 0.46
12 0.33 12 0.44
13 0.28 13 0.41
14 0.24 14 0.38
15以上 0.20 15 0.35

16 0.32
17 0.29
18 0.26
19 0.23
20以上 0.20

７ 工場及び倉庫用建物
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(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分

32,000点未満 32,000点以上 40,000点以上 52,000点以上
40,000点未満 52,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.67 4 0.68 4 0.68
5 0.62 5 0.64 5 0.65 5 0.66
6 0.58 6 0.61 6 0.63 6 0.64
7 0.53 7 0.58 7 0.61 7 0.63
8 0.49 8 0.55 8 0.59 8 0.61
9 0.45 9 0.52 9 0.56 9 0.59
10 0.41 10 0.49 10 0.54 10 0.57
11 0.37 11 0.46 11 0.52 11 0.55
12 0.33 12 0.44 12 0.50 12 0.53
13 0.28 13 0.41 13 0.47 13 0.52
14 0.24 14 0.38 14 0.45 14 0.50
15以上 0.20 15 0.35 15 0.43 15 0.48

16 0.32 16 0.40 16 0.46
17 0.29 17 0.38 17 0.44
18 0.26 18 0.36 18 0.42
19 0.23 19 0.34 19 0.40
20以上 0.20 20 0.31 20 0.39

21 0.29 21 0.37
22 0.27 22 0.35
23 0.25 23 0.33
24 0.22 24 0.31
25以上 0.20 25 0.29

26 0.27
27 0.26
28 0.24
29 0.22
30以上 0.20

８ 土蔵用建物
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延べ床面積1.0m
2
当たり再建築費評点数別区分

62,000点未満 62,000点以上 151,000点以上
151,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.75 2 0.75 2 0.75
3 0.70 3 0.70 3 0.70
4 0.66 4 0.67 4 0.68
5 0.62 5 0.64 5 0.65
6 0.58 6 0.61 6 0.63
7 0.53 7 0.58 7 0.61
8 0.49 8 0.55 8 0.59
9 0.45 9 0.52 9 0.56
10 0.41 10 0.49 10 0.54
11 0.37 11 0.46 11 0.52
12 0.33 12 0.44 12 0.50
13 0.28 13 0.41 13 0.47
14 0.24 14 0.38 14 0.45
15以上 0.20 15 0.35 15 0.43

16 0.32 16 0.40
17 0.29 17 0.38
18 0.26 18 0.36
19 0.23 19 0.34
20以上 0.20 20 0.31

21 0.29
22 0.27
23 0.25
24 0.22
25以上 0.20

９ 付属家
(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号)

延 べ 床 面 積 1.0m2 当 た り 再 建 築 費 評 点 数 別 区 分
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29,000点未満 29,000点以上 45,000点以上
45,000点未満

経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率 経過年数 経年減点補正率

1 0.80 1 0.80 1 0.80
2 0.70 2 0.75 2 0.75
3 0.60 3 0.70 3 0.70
4 0.54 4 0.66 4 0.67
5 0.49 5 0.62 5 0.64
6 0.43 6 0.58 6 0.61
7 0.37 7 0.53 7 0.58
8 0.31 8 0.49 8 0.55
9 0.26 9 0.45 9 0.52
10以上 0.20 10 0.41 10 0.49

11 0.37 11 0.46
12 0.33 12 0.44
13 0.28 13 0.41
14 0.24 14 0.38
15以上 0.20 15 0.35

16 0.32
17 0.29
18 0.26
19 0.23
20以上 0.20

別表第10 木造家屋部分別損耗減点補正率基準表 (略)
別表第11 木造家屋総合損耗減点補正率基準表 (略)

別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表
(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、

全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号)

１ 事務所、店舗、百貨店用建物
※別冊｢別表File現８｣参照

２ 事務所、店舗、百貸店用建物以外の建物
自治大臣は、次に掲げる建物について、１事務所、店舗、百賀店用建物の例によって、非木造家屋再建

築費評点基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。
(１) 住宅、アパート用建物 (不明)
(２) 病院、ホテル用建物 (不明)
(３) 劇場、娯楽場用等のホール型建物 (不明)
(４) 銀行用建物 (不明)
(５) 工場、倉庫、市場用建物 (不明)
(６) 水力発電所用建物 (不明)

ア 発電機室関係建物 (不明)
イ 配電機室関係建物 (不明)

(７) 住宅用コンクリートブロック造建物 (不明)
(８) 軽量鉄骨造建物 (不明)

ア 住宅、アパート用建物 (不明)
イ 工場、倉庫、市場用建物 (不明)
ウ 事務所、店舗、百貨店等建物 (不明)

別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表 (略)
別表第14 非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表 (略)

別表第15 耐用年数に応ずる減価率表(略：償却資産関係)

参考：告示

〇固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続の一部を改正する件
(平成8年10月24日 自治省告示第242号)

自治省告示第二百四十二号
地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百八十八条第一項の規定に基づき、固定資産の評価の基準並びに評価の実

施の方法及び手続（昭和三十八年自治省告示第百五十八号）の一部を次のように改正し、平成九年度分の固定資産税から適用す
る。
平成八年十月二十四日 自治大臣 倉田 寛之

第２章第４節を次のように改める。
第４節 経過措置

一 固定資産税に係る平成９年度から平成11年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、第１節三
にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定めるものとする。

二 固定資産税に係る平成９年度における在来分の家屋の評価に限り、次に掲げる(1)又は(2)のいずれか低い価額によつてその
価額を求めるものとする。
(1) 第１節から本節一までによつて求めた家屋の価額
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(2) 当該家屋の平成８年度の価額 (平成８年１月２日以降に、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある家
屋にあつては、これらの事情によつて増減する額を加算し、又は控除した価額）

三 市町村長は、二によつて固定資産税に係る平成９年度における各個の家屋の価額を求めることが、市町村の廃置分合又は境
界変更があつたことにより当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると 認められる場合その他固定資産税
の課税上極めて不適当と認められる場合においては、第１節から本節一までによつて求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の
平成８年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることがで
きるものとする。
別表第８を次のように改める

別表第８ 木造家屋再建築費評点基準表
１ 専用住宅用建物普通建

※略:上記評価基準と同じ
２ 専用住宅用建物普通以外の建物

自治大臣は、次に掲げる建物について、１専用住宅建物普通建の例によって、木造家屋再建築費評点基準表を定め、各都
道府県庁に備え置いて供覧するものとする。
(１) 専用住宅用建物町家建
(２) 専用住宅用建物長屋建
(３) 共同住宅用建物
(４) 寄宿舎用建物
(５) 併用住宅用建物
(６) 漁業者住宅用建物
(７) 農家住宅用建物
(８) 養蚕住宅用建物
(９) 蚕室用建物
(10) 酪農舎用建物
(11) 煙草乾燥場用建物
(12) ホテル用建物
(13) 普通旅館、料亭用建物
(14) 団体旅館用建物
(15) 簡易旅館用建物
(16) 待合用建物
(17) 事務所用建物
(18) 銀行用建物
(19) 店舗用建物
(20) 劇場用建物
(21) 映画館用建物
(22) 公衆浴場用建物
(23) 病院用建物
(24) 工場用建物
(25) 倉庫用建物
(26) 附属家用建物
(27) 簡易附属家用建物
(28) 土蔵用建物

別表第９１中
｢ ｢
48,000点未 48,000点以上 78,000点以上 122,000点以上 を 47,000点未 47,000点以上 76,000点以上 119,000点以上
満 78,000点未満 122,000点未満 満 76,000点未満 119,000点未満

｣ ｣
に改め、同表２中
｢ ｢
53,000点未 53,000点以上 92,000点以上 120,000点以上 を 52,000点未 52,000点以上 90,000点以上 117,000点以上
満 92,000点未満 120,000点未満 満 90,000点未満 117,000点未満

｣ ｣
に改め、同表３中
｢
49,000点未満 49,000点以上 80,000点以上 128,000点以上 161,000点以 を

80,000点未満 128,000点未満 161,O00点未満 上
｣

｢
48,000点未満 48,000点以上 78,000点以上 125,000点以上 157,000点以

78,000点未満 125,000点未満 157,000点未満 上
｣

に改め、同表４中
｢ ｢
48,000点未 48,000点以上 78,O00点以上 120,000点以上 を 47,000点未 47,000点以上 76,000点以上 117,000点以上
満 78,000点未満 120,000点未満 満 76,000点未満 117,000点未満

｣ ｣
に改め、同表５中
｢ ｢
48,000点未 48,000点以上 78,000点以上 120,000点以上 を 47,000点未 47,000点以上 76,000点以上 117,000点以上
満 78,000点未満 120,000点未満 満 76,000点未満 117,000点未満

｣ ｣
に改め、同表６中
｢ ｢
68,000点未満 68,000点以上 92,000点以上 を 66,000点未満 66,000点以上 90,000点以上

92,000点未満 90,000点未満
｣ ｣

に改め、同表７中
｢ ｢
32,000点未 32,000点以上 41,000点以上 53,000点以上 を 32,000点未 32,000点以上 40,000点以上 52,000点以上
満 41,000点未満 53,000点未満 満 40,000点未満 52,000点未満

｣ ｣
に改め、同表８中
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｢ ｢
63,000点未満 63,000点以上 155,000点以上 を 62,000点未満 62,000点以上 151,000点以上

155,000点未満 151,000点未満
｣ ｣

に改め、同表９中
｢ ｢
29,000点未満 29,000点以上 46,000点以上 を 29,000点未満 29,000点以上 45,000点以上

46,000点未満 45,000点未満
｣ ｣

に改める。
別表第12を次のように改める。

別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表
１ 事務所、店舗、百貨店用建物

※略:上記評価基準と同じ
２ 事務所、店舗、百貸店用建物以外の建物

自治大臣は、次に掲げる建物について、１事務所、店舗、百賀店用建物の例によって、非木造家屋再建築費評点基準表を定
め、各都道府県庁に備え置いて便覧するものとする。
(1) 住宅、アパート用建物
(2) 病院、ホテル用建物
(3) 劇場、娯楽場用等のホール型建物
(4) 銀行用建物
(5) 工場、倉庫、市場用建物
(6) 水力発電所用建物

ア 発電機室関係建物
イ 配電機室関係建物

(7) 住宅用コンクリートブロック造建物
(8) 軽量鉄骨造建物

ア 住宅、アパート用建物
イ 工場、倉庫、市場用建物
ウ 事務所、店舗、百貨店等建物


